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学校教育の充実を目指す

共同実施の目的

適正かつ円滑な事務執行

事務機能の強化、事務処理体制の確立

学校経営全般に係る支援
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学校運営の改善に必要な事務を行い
個々の学校での経営参画の実現を組織的に支援する。

学校事務職員の１人配置という条件を乗り越え、

複数校の事務職員を組織化し、

＋ 広範囲な知識と豊富な経験をもつ者とのＯＪＴ

学校事務職員の役割を“組織力”によって、
より効果的で効率的に実現しようとすること。

共同実施の意義
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○事務処理の適正化・効率化
・ 諸手当の審査・認定（事務主幹の専決）
・ 旅費請求の内容審査
・ 服務関係表簿の相互点検・確認
・ 財務会計処理の伝票入力 など

○学校管理運営全般に係る支援
・ ●●取扱規定や●●手引きの作成
・ 作成フォームの開発・提供とシステム構築 など

○新採用者や経験の浅い者の資質向上
・ 業務研修、実地指導（ＯＪＴ含む）

【学校事務改善検討】

各学校における学校事務に関する課題や問題点を共有し、改善する方策を検討。

共同実施の活動内容
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学校事務職員の連携 事務機能強化

共同実施での研修・ＯＪＴ 資質能力向上

未配置校・新採用事務職員 支 援 充 実

○学校事務職員の力量形成（資質能力の向上）

○学校（事務職員）間の情報共有・連携強化

○事務処理の標準化・迅速化・機能向上

■教育委員会との連携強化

共同実施の効果（成果）

4



①共同実施に対する理解と事務職員の意識改革

②業務の精選（グループ長の業務量・負担の軽減）

③執務環境（ＩＣＴ設備含む）の整備

④教員の事務負担軽減への取組

⑤教育(活動)支援への取組

⑥新採用者・経験の浅い者への対応 など

共同実施の課題

全県的視野での総括、グループ長の資質能力の向上
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◆目的
全県的視野での共同実施の推進とグループ長の資質能力の向上

◆役割

（１） 複数のグループ長を総括、各グループの活動状況を掌握と全県的

視野から共通の課題や問題点について必要な指導や助言を行う。

（２） 市町村教育委員会と連携しながら、共同実施推進協議会の企画や

運営、事務局的な役割を担う。

（３） 将来の地域及び全県的なリーダーの育成やグループ長の資質の

確保を図るため、必要な研修計画を企画し、運営等を行う。

（４） 学校事務の共同実施を推進、また学校事務職員の資質能力の向

上に向けた施策を行う場合に必要な意見具申を行う。

総括事務主幹職の設置
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教育委員会

学校事務推進協議会
（地域学校事務支援室長・支援室校長・教職員課長・担当管理主事）

地域学校事務支援室連絡会（室長・支援室校長・事務主幹）

東地域学校事務支援室
（室長・支援室校長・事務主幹・グループ長）

北区第１グループ
A校 ： 拠点校（グループ代表）

北区第２グループ
A校 ： 拠点校（グループ代表）

東区第１グループ
東区第２グループ
東区第３グループ

⑤ ４８校

各グループ支援委員会

中央地域学校事務支援室
（室長・支援室校長・事務主幹・グループ長）

西地域学校事務支援室
（室長･支援室校長･事務主幹･グループ長）

中央区第１グループ
A校 ： 拠点校（グループ代表）

中央区第２グループ
A校 ： 拠点校（グループ代表）

江南区第１，第２グループ
秋葉区第１グループ
秋葉区第２グループ

⑥ ６０校

南区第１グループ
A校：拠点校（グループ代表）

南区第２グループ
A校：拠点校（グループ代表）

西区第１，第２，第３グループ
西蒲区第１グループ
西蒲区第２グループ

⑦ ６６校

各グループ支援委員会 各グループ支援委員会

（H24.4.1～)   H26.4.1 現在

新潟市地域学校事務支援室組織図
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■地域事務室としての機能

○ 共同実施体制について教育委員会や関係管理職との連絡調整業務

○ 学校事務全般に関する教職員の相談室業務

○ 事務職員の研修企画・実施業務

○ 地域連携コーディネーター業務

■室長の職務
（1） 複数のグループ長の統括、地域内の事務に関する指導

・助言
（2） 学校事務推進協議会や地域学校事務支援室連絡会の

企画や運営を市教委と連携し行う。
（3） 次世代のリーダーの育成やグループ長の資質の確保
（4） 事務主幹のいないグループの決裁（専決）
（5） 地域連携コーディネーター業務を行う。

地域学校事務支援室長の職務
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学校事務共同実施組織の全体像
平成２５年１月２５日 新潟県教育委員会教育長

「新潟県学校事務共同実施要綱の改正について（通知）」より

新潟県教育委員会

Ａ市町村教育委員会 Ｂ市町村教育委員会 Ｃ市町村教育委員会

学校事務共同実施
推進協議会

学校事務共同実施
推進協議会

学校事務共同実施
推進協議会

グループ
連絡会議

全県共同実施
推進協議会

全県グループ
連絡会議

グループ
連絡会議

グループ
連絡会議

グループ
運営委員会

Ａ校（基幹校）

【グループ長

（事務主幹等）】 Ｂ校【事務職員】

Ｃ校【事務職員】

Ｄ校【事務職員】

Ｅ校【事務職員】

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５

全県で共同実施を協議する場
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学校組織マネジメントを成立させるための重要な学校経営職員

教頭とともに校長を補佐し学校経営を担い、学校事務共同実施の経営及び企画運営を担う。

○学校事務職員の位置づけ・役割・標準的職務を掲示
「標準的職務通知」 （平成25年1月25日）

標準的職務の考え方

職務の範囲と役割の見直し

平成１４年の分掌事務通知から１０年間の変化として

・ 事務主幹職の設置 （平成18年度）

・ 「学校事務の共同実施」の開始 （平成20年度）

・ 総括事務主幹職の設置 （平成25年度）
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職務内容 具体的な業務の例

教育・経営目的
の教育・経営領
域

企画運営評価等
に関すること

学校組織マネジメントの推進
グランドデザインの策定参画
学校運営組織の整理、学校業務改善の推進
学校評価・関係者評価・第三者評価の企画参画、結果分析

学校評議員会事務局、学校運営協議会事務局

職員会議の参加、企画（運営）委員会・研究推進委員会・生活（生徒）指導
委員会等の参画
財務委員会・情報委員会等の企画運営

アカウンタビリティ、コンプライアンスの推進
校内諸規定の整備、監査・検査の対応

危機管理に関す
ること

学校安全計画・学校防災計画・事件事故発生時対応マニュアル・
危機対応チェックリストの策定

危険箇所情報管理、校内施設設備安全点検

緊急対策会議の参画

連携・渉外に関
すること

学校間連携事業、地域各種機関との連携

情報公開、学校だより・学校ＨＰの作成等参画、蓄積した情報の
活用
官公庁・ＰＴＡその他関係団体との連携推進

教育目的の経営
領域

授業研修等に関
すること 教材選択・教材活用研修等の企画・実施

行事活動に関す
ること 校内・校外行事の情報管理、入札、関係機関・団体との連絡

研究事業に関す
ること 研究報告書編集、研究発表会企画・運営

標準的職務
(１) 学校事務職員が積極的に参画する範囲は次のものとする。
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(２) 主事、主任、主査の職務
主事が従事し、主任・主査がつかさどる職務は次のものとする。

職務内容 具体的な業務の例 職務内容 具体的な業務の例

財

務

管

理

機

能

公費に関すること
公費予算の要求・編成・執行計画策
定・執行管理・契約・決算

人

事

管

理

機

能

職員の任免に関すること

教職員の採用・異動・退職・兼務。兼職、
臨時職員の採用・退職・兼務・兼職、人事
記録(履歴書等)の管理、教育職員免許取
得・書換再交付等事務の補助、教職員名簿
の作成学校預り金等に関すること

学校預り金の集金計画立案、集金通
知、集金、執行計画策定、執行管理、
契約、口座管理、決算報告

職員の服務に関すること
出動簿・休暇簿・旅行命令簿等諸帳簿の整
理・保管、週休日の振替、勤務時間の割振
り変更、教職員に関する証明書の発行就学支援に関すること

就学援助費・教育扶助費・特別支援
教育就学奨励費の認定補助・支給補
助

各種職員情報に関すること

嘱託員、非常勤講師、兼務発令職員、補充
教職員人事情報管理、活補助員、指導助手、
スクールカウンセラー、日本語指導講師、
部指導者、派遣非常勤講師、スクールガー
ドリーダー、司書

教育関係団体の費用に関す
ること

小中学校体育連盟会費、教育研究団
体会費、各種団体会計

助成金、補助金に関すること
研究助成金、事業補助金等予算案立
案、執行、決算報告

施設・設備に関すること
施設・設備の整備計画の策定・維
持・管理・活用促進・貸借・学校施
設開放

支援人材情報に関すること
学校支援ボランティア情報、地域人材バン
ク情報

教材・物品に関すること
教材・物品の整備計画策定・契約・
購入・維持・管理・活用促進・貸借

給与等に関すること

給与の支給、資金前渡職員口座の管理、諸
手当の審査・認定・支給・要件確認・関係
書類の管理、児童手当の審査・認定・支
給・要件確認・関係書類の管理、所得税、
県市町村民税の徴収補助、関係書類の管理教科書に関すること

教科用図書無償給与事務、教師用教
科書・指導書の整備

旅費に関すること
旅費の予算管理、旅費の請求・支給・関係
書類の管理

情

報

管

理

機

能

情報管理に関すること

文書の収発・審査・管理、学校備付
表簿等の管理・保存、学校保有の個
人情報保護、地域・人材等各種情報
の蓄積

福利厚生に関すること

公立学校共済組合・教職員互助会に係る業
務、公務災害（通勤災害）の認定・請求、
社会保険、雇用保険の認定補助・請求補助、
その他福利厚生団体に係る業務調査統計に関すること

学校基本調査・その他の調査統計の
回答

学校事務研修に関すること
学校事務に関する研修の企画・運営、学校
事務に関する指導・助言・実地指導学籍情報に関すること

児童・生徒名簿作成、転入学・転退
学関係事務、児童生徒に関する証明
書の発行

教育指導情報に関すること
図書・教材データ管理、年間授業時
数の算出
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(３) 事務主幹の職務
事務主幹は(１)、(２)に掲げた職務その他校長に命ぜられた職務に関して、

積極的に参画し、総括し、つかさどるとともに次のことを担う。

職務内容 具体的な業務の例

共同実施の経営に関すること

グループ内の業務において、必要な審査・点検を行うこと

グループ内学校事務職員への必要な指導・助言を行うこと

グループ内組織を整理し、学校事務職員の役割分担を決定すること

決裁に関すること
共同実施に係る事務のうち、市町村教育委員会が別に定める事務について専決する
こと

研修の企画運営に関すること

新採用・若手事務職員、臨時事務職員に対する業務研修の企画・実施及び実地指導
を行うこと

グループにおける業務研修の企画運営を行うこと

連絡調整に関すること

グループ内外の連絡・調整を行うこと

教育事務所、市町村教育委員会及び校長会等との連絡調整を行うこと

執行監督に関すること 事務職員未配置校における事務処理の執行監督を行うこと

13



(４) 総括事務主幹の職務
総括事務主幹は、次のことを行う。

職務内容 具体的な業務の例

複数のグループ長の総括と共同

実施の推進に関すること

複数のグループ長を総括し、各グ
ループの活動状況を掌握する。
さらに全県的視野から共通の課題
や問題点について必要な指導や助
言を行う

総括する共同実施グループの進捗状況を監督し、指導・調整を行うこと

総括する共同実施グループの個別課題を把握し、適切な助言を行うこと

市町村教育委員会や関係する校長に意見具申し、効率的な共同実施体制を整えるこ
と

学校事務の推進に関すること

市町村教育委員会と連携しながら、
共同実施推進協議会の企画や運営
を行い、事務局的役割を担う

総括する市町村の学校事務推進上の課題について市町村教育委員会に具申し、その
解決のための共同実施推進協議会やグループ連絡会を主催すること

教育事務所との定期的な意見交換会な主催すること

教育事務所管内の学校事務推進上の課題を関係市町村に具申し、共同実施の成果を
生かしながら調整を行うこと

事務職員研修の企画運営に関す

ること

将来の地域及び全県的なリーダー
の育成やグループ長の資質の確保
を図るため、必要な研修計画を企
画し、運営等を行う

リーダー育成を企図したグループ長研修計画を立案し、研修会を主催すること

全県的な課題をとりまとめ、研修課題を提起し、継続的な研修推進に資すること

研修体制の整備について、県教育委員会及び市町村教育委員会に意見具申を行うこ
と

決裁に関すること 共同実施に係る事務のうち、市町村教育委員会が別に定める事務について専決する
こと

その他 このほか、学校事務の共同実施を推進するため、また学校事務職員の資質能力の向
上に向けた施策を行う場合に必要な意見具申を行うこと
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■ 事務長・事務主任を置く趣旨、役割

（１）事務長

○小学校・中学校及び特別支援学校の事務長は、校長の監督を受け、当該学校の事務

職員その他の教職員が行う事務を総括し、この総括することを含め当該学校の事務を

つかさどる。

○事務長は、学校事務の共同実施の促進、事務職員の質の向上のための研修の充実

などを行うとともに事務処理体制の強化・充実を図る。

（２） 事務主任

○小学校・中学校及び特別支援学校の事務主任は、校長の監督を受け、当該学校の

事務職員その他の教職員が行う事務をつかさどる。

新潟市教育委員会
（H25.4.1～）

事務長・事務主任の位置づけ

事務長 ⇒ 事務主幹、総括事務主幹

事務主任 ⇒ 主任、主査で要件を満たすもの

管理事務部の主任として

校務分掌に位置づけが必要
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■ 事務長・事務主任の主な職務
（１）事務長

○事務長の職責に基づく事務の決定・遂行並びに対外的な代表として連絡調整を行う。

また各学校の管理事務部の経営計画の立案・実施・評価を行い、改善を図るとともに

その成果を共同実施グループ内の各校に指導助言する。

○共同実施における各グループの年間活動計画の立案・実施・評価を行い、改善を図る

とともに新潟市の共同実施体制について改善を図る。

（２）事務主任

○各学校の管理事務部の経営計画を立案し、効率的・効果的な事務処理体制を作り

学校事務全般についての進行管理や対外的な連絡調整、教職員への指導助言を

行うとともに、管理事務部の運営評価を行い、改善を図る。

事務長・事務主任の職務

事務長 ⇒ １００％ （H26年度）

事務主任 ⇒ ７１.２％ （H26年度） ※ 数値は平成26年4月時点

主査のみでは８８％
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共同実施で組織的
学校事務を行う基盤
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研修制度や内容の改善と効果

○研修制度や研修内容の改善が図られてきている。

◆標準的職務に示されている業務のさらなる実現に
より、学校教育の充実が図られる。
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